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税務情報  

改正日英租税条約－新しい事業所得条項（第 7 条）の適用に関す

る書簡の交換 

改正日英租税条約（2013 年 12 月 17 日署名）は、原則として、2015 年 1 月 1
日から適用が開始されていますが、第 7 条（事業利得）の改正規定の適用開始

時期は、それを定める外交上の公文が交換されておらず、未定のままでした。

（改正日英租税条約の適用開始時期及び改正内容の詳細は、KPMG Tax メー
ルマガジン No.84 （2014 年 11 月 13 日発行）をご覧ください。） 

財務省は 7 月 23 日、この第 7 条の適用に関する書簡の交換が 7 月 22 日に両

国の政府との間で行われたことを公表しました。（財務省報道発表） 

この書簡の交換によって、改正後の第 7 条の規定は次の利得に対して適用され

ることになります。 

1. 日本については、2016 年 4 月 1 日以後に開始する各課税年度の利得 

2. 英国については、次の利得 

（i） 所得税及び譲渡収益税に関しては、2016年4月6日以後に開始する各賦課

年度の利得 

（ii）法人税に関しては、2016 年 4 月 1 日以後に開始する各会計年度の利得 

改正後の第 7 条は、外国法人・非居住者の支店等（恒久的施設）に帰属する事

業利得に対する課税について、本支店間の内部取引を認識し、独立企業原則を

適用して恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定しています。これは、

2010 年に改訂された OECD モデル租税条約第 7 条（事業所得）（「新 7 条」、恒

久的施設に帰属する所得の算定方法としてOECD承認アプローチを採用した規

定）と同様の規定で、日本の租税条約にOECDモデル租税条約の新 7条と同様

の事業所得条項が導入されたのは日英租税条約が初めてです。 

なお、日本の国内法においても、恒久的施設に帰属する所得の算定方法に

OECD 承認アプローチを採用する改正が行われ、外国法人の 2016 年 4 月 1 日
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以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び非居住者の 2017 年分以

後の所得税について適用されることとされています。 
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